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米国証券取引委員会向け年次報告書の提出遅延について 

 

 

当社は、米国証券取引委員会（ＳＥＣ）に対し、平成１８年３月期決算に関する年次報告

書（様式 20-F）を所定の提出期限（１０月２日）までに提出することが困難な状況となり、

ＳＥＣ様式 12b-25 報告書の提出によりＳＥＣに対しその旨を通知することとなりましたの

で、お知らせいたします。また、平成１７年３月期年次報告書に関しては、すでに公表いた

しております過去３期分の連結財務諸表のリステートに伴い訂正報告書（様式 20-F/A）を提

出する予定ですが、この提出も延期いたします。 

 

平成１８年３月期年次報告書の提出遅延および平成１７年３月期年次報告書の訂正報告書

の提出延期は、主として、ＩＴソリューション事業における複合契約(multiple element 

contracts)に含まれる保守・サポートサービスの収益認識について、追加の分析が必要とな

ったことによります。当社の監査法人は、ＳＥＣ年次報告書提出のため、米国公開企業会計

監視委員会（ＰＣＡＯＢ）の監査基準に準拠して、現在、当社の平成１８年３月期連結財務

諸表およびそれ以前の決算期に関するリステート後連結財務諸表の監査を行っております。

具体的には、このうち、保守・サポートサービスの公正価値に関する販売者特有の客観的証

拠(vendor specific objective evidence)に関する監査手続きを完了するために必要なデー

タの監査法人への提供に時間を要しているものです。 

 

なお、当社は、本年６月２２日に、平成１６年３月期、平成１７年３月期および平成１８

年３月期連結決算に関する決算短信の一部訂正を開示したうえで、同日、第１６８期（平成

１８年３月期）有価証券報告書および第１６７期（平成１７年３月期）有価証券報告書の訂

正報告書を提出しておりますが、これらに含まれる連結財務諸表は我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に基づき、監査法人の監査を受けたものであります。また、

ＳＥＣ年次報告書提出のためのＰＣＡＯＢの監査基準に準拠した監査は、上述のとおり未了



でありますが、今後、ＳＥＣ年次報告書提出のための監査に関連して新たな開示が必要とな

ったときは、すみやかに公表いたします。 

 

 ＳＥＣ年次報告書には、米国会計基準に準拠した財務報告における内部統制に関して是正

すべき点(material weakness)がある場合には、それを記載することになっておりますが、当

社は、今後提出する当該年次報告書において、特に、グループ全体に適用される統一的な米

国会計処理基準の策定、米国会計基準への組替えの網羅性、米国会計基準に精通したスタフ

の増員、について是正すべき点があると開示する予定です。 
 
 また、当社は過去２年間において、米国子会社２社における不適切な会計処理や、国内子

会社１社による３年以上に亘る架空取引、その他部門における不正取引が発生しており、そ

の事実関係の調査と原因究明のために、第三者による調査を実施いたしました。その結果お

よび当社の会計監査人による追加手続により、当社には、行動規範の徹底、外部保管の棚卸

資産の管理、予算実績管理、内部牽制の徹底において、是正すべき点がある旨の指摘を受け

ております。 

 

当社は、平成１８年３月期年次報告書および平成１７年３月期年次報告書の訂正報告書の

早期提出に向け、引き続き努力してまいります。 

 

以  上 

 

 

 

＜将来予想に関する注意＞ 

本資料にはＮＥＣおよび連結子会社（以下ＮＥＣと総称します。）の戦略、財務目標、技術、

製品、サービス、業績等に関する将来予想に関する記述が含まれています。将来予想は、Ｎ

ＥＣが証券取引所や米国証券取引委員会等の規制当局に提出する他の資料および株主向け

の報告書その他の通知に記載されている場合があります。ＮＥＣは、そのような開示を行う

場合、将来予想に関するセーフハーバー（safe-harbor）規則を定めている 1995 年米国民事

証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）その他の適用法令

に準拠しています。これらの記述は、現在入手可能な仮定やデータ、方法に基づいています

が、そうした仮定やデータ、方法は必ずしも正しいとは限らず、ＮＥＣは予想された結果を

実現できない場合があります。また、これら将来予想に関する記述は、あくまでＮＥＣの分

析や予想を記述したものであって、将来の業績を保証するものではありません。このため、

これらの記述を過度に信頼することは控えるようお願いします。また、これらの記述はリス

クや不確定な要因を含んでおり、様々な要因により実際の結果とは大きく異なりうることを

あらかじめご承知願います。実際の結果に影響を与える要因には、(1)ＮＥＣの事業領域を



取り巻く国際経済・経済全般の情勢、(2)市場におけるＮＥＣの製品、サービスに対する需

要変動や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてＮＥＣが

引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供し続けていくことができる能力、(4)

ＮＥＣが中国等の海外市場において事業を拡大していく能力、(5)ＮＥＣの事業活動に関す

る規制の変更や不透明さ、潜在的な法的責任、(6)市場環境の変化に応じてＮＥＣが経営構

造を改革し、事業経営を適応させていく能力、(7)為替レート（特に米ドルと円との為替レ

ート）の変動等があります。将来予想に関する記述は、あくまでも公表日現在における予想

です。新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測すること

は不可能であります。また、新たな情報、将来の事象その他にかかわらず、ＮＥＣがこれら

将来予想に関する記述を見直すとは限りません。 

 


